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(54)【発明の名称】 内視鏡

(57)【要約】
【課題】  オートクレーブ滅菌を行っても観察光学系内
部の曇りが発生することがなく、かつフレア等の光学的
な問題が発生することの無い内視鏡先端部が細い内視鏡
を提供する。
【解決手段】内視鏡は、少なくともろう接部にろう接用
表面を有し、光学窓部材をろう接により保持する第１の
レンズ枠と、光学窓部材より基端側に配置され、その内
面で光学部材を保持する第２のレンズ枠とを有する。第
２のレンズ枠、絞り部材、間隔環または光学部材の、少
なくとも先端側端面は、第１のレンズ枠のろう接用表面
よりも低反射率表面を有し、第２のレンズ枠の少なくと
も内周面は、第１のレンズ枠のろう接用表面よりも低反
射率表面または乱反射表面を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】複数の光学部材により構成される観察光学
系と、該観察光学系の最先端に配置された光学窓部材と
を有する内視鏡において、
少なくともろう接部にろう接用表面を有し、前記光学窓
部材をろう接により保持する第１のレンズ枠と、
前記光学窓部材より基端側に配置され、その内面で前記
光学部材を保持する第２のレンズ枠とを有し、
前記第２のレンズ枠、絞り部材、間隔環または光学部材
の、少なくとも先端側端面は、前記第１のレンズ枠のろ
う接用表面よりも低反射率表面を有し、
前記第２のレンズ枠の少なくとも内周面は、前記第１の
レンズ枠のろう接用表面よりも低反射率表面または乱反
射表面を有することを特徴とする内視鏡。
【請求項２】複数の光学部材により構成される観察光学
系と、該観察光学系の最先端に配置された光学窓部材と
を有する内視鏡において、
少なくともろう接部にろう接用表面を有し、前記光学窓
部材をろう接により保持する第１のレンズ枠と、
前記光学窓部材より基端側に配置され、その内面で前記
光学部材を保持する第２のレンズ枠とを有し、
前記第２のレンズ枠、絞り部材、間隔環または光学部材
の、少なくとも先端側端面は、前記第１のレンズ枠のろ
う接用表面よりも低反射率表面を有し、
前記第２のレンズ枠の少なくとも内周面は、前記第１の
レンズ枠のろう接用表面よりも低反射率表面または乱反
射表面を有し、
前記光学部材を保持する前記第２のレンズ枠は、前記光
学窓部材を保持する前記第１のレンズ枠の内径部に嵌合
状態で接合固定され、１つのレンズユニットを構成し、
前記レンズユニットは、撮像手段を保持した撮像枠に対
し嵌合状態で接合固定されていることを特徴とする内視
鏡。
【請求項３】複数の光学部材により構成される観察光学
系と、該観察光学系の最先端に配置された光学窓部材と
を有する内視鏡において、
少なくともろう接部にろう接用表面を有し、前記光学窓
部材をろう接により保持する第１のレンズ枠と、
前記光学窓部材より基端側に配置され、その内面で前記
光学部材を保持する第２のレンズ枠とを有し、
前記第２のレンズ枠、絞り部材、間隔環または光学部材
の少なくとも先端側端面は、前記第１のレンズ枠のろう
接用表面よりも低反射率表面を有することを特徴とする
内視鏡。
【請求項４】複数の光学部材により構成される観察光学
系と、該観察光学系の最先端に配置された光学窓部材と
を有する内視鏡において、
少なくともろう接部にろう接用表面を有し、前記光学窓
部材をろう接により保持する第１のレンズ枠と、
前記光学窓部材より基端側に配置され、その内面で前記*
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*光学部材を保持する第２のレンズ枠とを有し、
前記第２のレンズ枠、絞り部材、間隔環または光学部材
の少なくとも先端側端面は、前記第１のレンズ枠のろう
接用表面よりも低反射率表面を有し、
前記光学部材を保持する前記第２のレンズ枠は、前記光
学窓部材を保持する前記第１のレンズ枠の内径部に嵌合
状態で接合固定され、１つのレンズユニットを構成し、
前記レンズユニットは、撮像手段を保持した撮像枠に対
し嵌合状態で接合固定されていることを特徴とする内視
鏡。
【請求項５】複数の光学部材により構成される観察光学
系と、該観察光学系の最先端に配置された光学窓部材と
を有する内視鏡において、
少なくともろう接部にろう接用表面を有し、前記光学窓
部材をろう接により保持する第１のレンズ枠と、
前記光学窓部材より基端側に配置され、その内面で前記
光学部材を保持する第２のレンズ枠とを有し、
該第２のレンズ枠の少なくとも内周面は、前記第１のレ
ンズ枠のろう接用表面よりも低反射率表面または乱反射
表面を有することを特徴とする内視鏡。
【請求項６】複数の光学部材により構成される観察光学
系と、該観察光学系の最先端に配置された光学窓部材と
を有する内視鏡において、
少なくともろう接部にろう接用表面を有し、前記光学窓
部材をろう接により保持する第１のレンズ枠と、
前記光学窓部材より基端側に配置され、その内面で前記
光学部材を保持する第２のレンズ枠とを有し、
該第２のレンズ枠の少なくとも内周面は、前記第１のレ
ンズ枠のろう接用表面よりも低反射率表面または乱反射
表面を有し、
前記光学部材を保持する前記第２のレンズ枠は、前記光
学窓部材を保持する前記第１のレンズ枠の内径部に嵌合
状態で接合固定され、１つのレンズユニットを構成し、
前記レンズユニットは、撮像手段を保持した撮像枠に対
し嵌合状態で接合固定されていることを特徴とする内視
鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、内視鏡に関し、特
に、オートクレープ滅菌対応の内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、挿入部を体腔内等に挿入すること
によって体腔内の深部等を観察したり、必要に応じて処
置具を用いることによって治療処置等を行なうことので
きる内視鏡が、医療分野において広く用いられるように
なった。
【０００３】医療用内視鏡の場合、使用した内視鏡を確
実に消毒滅菌することが感染症等を防止するために必要
不可欠になる。
【０００４】従来では、この消毒滅菌処理はエチレンオ
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キサイド等のガスや消毒液に頼っていたが、周知のよう
に滅菌ガス類は猛毒であり、滅菌作業の安全確保の為に
滅菌作業は繁雑である。また、滅菌後に機器に付着した
ガスを取り除く為のエアレーションに時間がかかる為、
滅菌後すぐに使用できないという問題点がある。また、
ガスが与えられる環境への悪影響が問題視されている。
更に、ランニングコストが高いという問題点がある。
【０００５】また、消毒液の場合は消毒液の管理が繁雑
であり、消毒液の廃棄処理に多大な費用が必要となる欠
点がある。
【０００６】そこで、最近では、繁雑な作業を伴わず、
滅菌後にすぐに使用でき、しかもランニングコストの安
いオートクレーブ滅菌（高圧蒸気滅菌）が内視鏡機器で
は主流になりつつある。オートクレーブ滅菌は、高圧下
（約０．２ＭＰａ）で高温（約１２０°Ｃ～１３５°
Ｃ）の水蒸気を被滅菌物に浸透させて、滅菌する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、高圧水
蒸気は、ほとんどの高分子材料（樹脂やゴム、樹脂接着
剤）を透過してしまう。例えば、従来一般に用いられる
接着剤であるエポキシ樹脂も、オートクレーブ滅菌の高
圧水蒸気を透過する。また、一般のエポキシ樹脂は、高
圧水蒸気が直接アタックすると劣化し、接着剤にクラッ
クが入ることがある。また、オートクレーブ滅菌は高温
になるため、各材質の熱膨張率の違いにより部品間に応
力がかかる為、接着剤にクラックが入ることも懸念され
る。
【０００８】このため、オートクレーブ滅菌を行うと、
水蒸気が光学窓接合部などの接着剤を透過してレンズ系
内部に侵入し、レンズ系内部のレンズ面が曇る可能性が
ある。そこで従来、光学窓部材の接合を、接着剤ではな
く、半田付け、ろう付けといったろう接により気密に接
合した技術がある。
【０００９】例えば、特開２０００－３４２５１２号
（特願平１１－１６１３９５号）明細書では、光学窓部
材である先端レンズを半田付けするために、半田付け用
の金めっき等の表面処理をレンズ枠に施している。一般
に、良好なろう接を行う為には、金めっき、ニッケルめ
っき、錫めっき等の表面処理を行う必要があるが、これ
らのろう接用表面処理は光沢性を有する。このような構
成の場合、レンズ枠表面が反射体となる為、レンズ枠の
ろう接レンズの平らな底面及び第二レンズ以降のレンズ
枠内側面で光線が反射し、フレア等の光学的な問題が発
生しやすいという問題があった。
【００１０】尚、真鍮等の金属であればめっきを行わな
くても良好なろう接が可能だが、レンズ枠にこのような
金属を使った場合も、母材表面自体が光沢性を有する
為、上記と同様の問題が発生する。
【００１１】また、特開２０００－１０７１２０に開示
されているように、レンズを保持するレンズ枠を窒化ア
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ルミ、サイアロン、アルミナ、窒化珪素、炭化珪素等の
セラミックスにより構成した場合でも、これらの材質の
表面は、充分な低反射率表面とは言えない為、レンズ枠
の内径を非常に大きくし、光線がレンズ枠内面に当たら
ないようにする必要がある。また、レンズ枠にセラミッ
クスを使う場合、加工、強度の関係上、レンズ枠の肉厚
を厚くする必要がある。この場合、必然的に撮像ユニッ
トのサイズが大きくなり、それによって内視鏡の先端部
が大きくなってしまうという問題がある。
【００１２】さらに、特開２０００－１０７１２０で
は、光学窓のすぐ後方に光学絞り部材を設けていない構
成が開示されているが、この構成の場合、光学窓部材を
保持している金めっきが施された先端枠に光線が反射し
て固体撮像素子に入射し、光学的な問題が発生する。こ
の反射を防ぐ為には、光学窓及び先端枠の径を非常に大
きくする必要があり、撮像ユニットのサイズが大きくな
ってしまうという問題があった。
【００１３】
【課題を解決するための手段】そこで、本発明は、オー
トクレーブ滅菌を行っても観察光学系内部の曇りが発生
することがなく、かつフレア等の光学的な問題が発生す
ることの無い内視鏡先端部が細い内視鏡を提供すること
を目的とする。
【００１４】本発明の内視鏡は、複数の光学部材により
構成される観察光学系と、該観察光学系の最先端に配置
された光学窓部材とを有する内視鏡において、少なくと
もろう接部にろう接用表面を有し、光学窓部材をろう接
により保持する第１のレンズ枠と、光学窓部材より基端
側に配置され、その内面で光学部材を保持する第２のレ
ンズ枠とを有し、第２のレンズ枠、絞り部材、間隔環ま
たは光学部材の少なくとも先端側端面は、第１のレンズ
枠のろう接用表面よりも低反射率表面を有する。
【００１５】本発明の内視鏡は、複数の光学部材により
構成される観察光学系と、該観察光学系の最先端に配置
された光学窓部材とを有する内視鏡において、少なくと
もろう接部にろう接用表面を有し、光学窓部材をろう接
により保持する第１のレンズ枠と、光学窓部材より基端
側に配置され、その内面で光学部材を保持する第２のレ
ンズ枠とを有し、第２のレンズ枠の少なくとも内周面
は、第１のレンズ枠のろう接用表面よりも低反射率表面
または乱反射表面を有する。
【００１６】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。
【００１７】第一の実施の形態について、図１から図４
を用いて説明する。
【００１８】図１は、電子内視鏡の構成例を説明するた
めの構成図である。図２は、逆止弁キャップの構成例を
説明するための断面図である。図３は、電子内視鏡の先
端部付近の構成を説明するための断面図である。
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【００１９】図１に示すように、本実施の形態の電子内
視鏡１は、固体撮像素子として例えばＣＣＤを先端側に
内蔵した挿入部２と、この挿入部２の基端側に接続され
観察者が把持して種々の操作を行う操作部３と、この操
作部３より延出したユニバーサルコード４とで主に構成
されている。前記ユニバーサルコード４の他端部にはコ
ネクタ部５が設けられている。このコネクタ部５は、図
示しない光源装置及び図示しないカメラコントロールユ
ニット（以下、ＣＣＵ）に接続される。
【００２０】なお、光源装置にはライトガイドコネクタ
６が接続され、ＣＣＵにはカメラコネクタ７が接続され
る。また、前記挿入部２、前記操作部３、前記ユニバー
サルコード４、コネクタ部５のそれぞれ内部空間は互い
に連通している。つまり、内視鏡外装に対して１つの内
視鏡内部空間（単に内部空間とも記載する）を形成して
いる。
【００２１】前記挿入部２は、先端部８と、湾曲自在の
湾曲部９と、可撓性を有する可撓管１０とで構成されて
いる。前記操作部３には、湾曲部９の動作を制御する湾
曲操作レバー１１と、鉗子等の処置具を挿入する処置具
挿入口１２と、画像のフリーズ、レリーズ等を行うため
の複数のスイッチ１３が設けられている。前記湾曲操作
レバー１１は、回転自在であり、図示しないＯリングに
よって水密状態に組み付けられている。
【００２２】前記カメラコネクタ７の内側には内部空間
と外部とを通気するための通気口１４が設けられてい
る。このカメラコネクタ７には防水キャップ１５が着脱
可能になっている。この防水キャップ１５をカメラコネ
クタ７に取り付けることによって内視鏡１の内部空間は
水密に密閉された密封度になる。そして、前記防水キャ
ップ１５を取り外すことによって、内視鏡外装に対する
内外、つまり、内視鏡１の内部空間と外部とが連通す
る。
【００２３】前記防水キャップ１５は、使用後の内視鏡
１を洗滌するとき或いは薬液浸漬するときにカメラコネ
クタ７に取り付けて使用されるものである。つまり、こ
の防水キャップ１５は、流水洗滌時や薬液浸漬時に、内
視鏡１の内部空間に液体が侵入しないように水密に密閉
するものである。このカメラコネクタ７には、内視鏡の
内部空間から外部へ気体を通過させるが、外部から内部
へ気体が通過することを阻止する逆止弁機能を備えた逆
止弁キヤップ２００も着脱可能である。
【００２４】図２に示すように前記逆止弁キャップ２０
０は、弁座２０１を設けた例えば金属製の逆止弁キャッ
プ本体２０２と、ゴム製のシール部材２０３を一体的に
配設した例えば金属製の弁体２０４と、前記弁座２０１
に対して前記弁体２０４を付勢するバネ２０５と、前記
カメラコネクタ７に取り付けられる例えば金属製の取り
付け部２０６と、この取付け部２０６を前記カメラコネ
クタ７に取り付けた状態のとき、取付け部２０６の内周
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面とカメラコネクタ７の外周面との間の水密を保持する
例えばゴム製のシール部材２１７とで構成されている。
【００２５】前記逆止弁キャップ２００は、内視鏡１を
オートクレーブ滅菌する際、前記防水キャップ１５の代
わりにカメラコネクタ７に取り付けられる。この逆止弁
キャップ２００を取り付けることによって、オートクレ
ーブ滅菌時の高圧高温蒸気が通気口１４を通って侵入す
ることが阻止される。
【００２６】なお、前記バネ２０５の付勢力量は、逆止
弁キヤップ２００をカメラコネクタ７に取り付けた通常
状態のとき、弁体２０４を弁座２０１方向に付勢するこ
とによってシール部材２０３が弁座２０１に密着する力
量で、オートクレーブ滅菌の減圧工程時には弁体２０４
の弁座２０１方向への付勢を解除する力量に設定されて
いる。
【００２７】つまり、内視鏡の内部空間の内圧が外気圧
より高くならない限り、言いかえれば、通常の使用状況
においてはこの逆止弁キャップ２００を取り付けること
によって内視鏡の内部空間は外気に対して水密に保持さ
れる。このため、内視鏡１を洗滌或いは薬液浸漬すると
き、前記防水キャップ１５の代わりにこの逆止弁キャッ
プ２００を取り付けるようにしてもよい。
【００２８】図３は、内視鏡挿入部２の先端部８の拡大
図である。
【００２９】内視鏡先端部８を構成する先端部本体２１
には、観察光学系である対物光学系２２及び撮像手段で
ある固体撮像素子２３を有した撮像ユニット２４及び、
照明光を伝達するライトガイドである、ライトガイドフ
ァイバー２５等が配設されている。撮像ユニット２４
は、先端部本体２１に少なくとも一部が埋め込まれてお
り、図３に示すように充填剤２７により充填されている
ことが好ましい。この構成により、内視鏡内部に浸入し
た蒸気が撮像ユニット２４にアタックするのを最小限に
することができる。尚、ライトガイドファイバー２５の
先端面には照明レンズ２６が配設されている。
【００３０】前記先端部本体２１は、強度確保、加工性
の問題からステンレス等の金属部材から成る事が好まし
い。この先端部本体２１の先端面には、プラスチックや
セラミックス等の絶縁性の素材からなる先端カバー部材
２８がカバーされており、金属製の先端部本体２１がほ
とんど外部に露出しない構造となっている。この先端カ
バー部材２８は、内視鏡先端部８を外部から絶縁する事
を目的としている。先端部本体２１の外周には、湾曲ゴ
ム２９が固定されており、湾曲ゴム２９は、先端部本体
２１の後方の組み付けられている複数の湾曲駒３０の外
周を被覆している。この構成により、内視鏡の先端部８
の外装は、絶縁可能な構造となっている。
【００３１】図４に、撮像ユニット２４の断面を示す。
図４は、本発明の第一の実施の形態に係る撮像ユニット
の断面図である。
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7
【００３２】撮像ユニット２４の先端には、挿入部の外
表面に露出する光学窓部材３１である、サファイア製の
凹レンズが設けられている。凹レンズは、その先端側表
面（底面）は、平らで、基端側表面は凹部となってい
る。この光学窓部材３１は外周にメタルコーティングが
施されており、半田付け用のめっき処理を施された金属
製の第１のレンズ枠３２に半田付けにより気密に接合さ
れている。メタルコーティングは例えばクロム（Ｃ
ｒ）、ニッケル（Ｎｉ）、金（Ａｕ）の３層コートから
なり、蒸着、スパッタ、めっき等により成膜される。金
属製の第１のレンズ枠３２は、好ましくはＳＵＳ３０
４、ＳＵＳ３０３等のステンレス製である。ステンレス
は特殊金属と比較して部品原価が安い。また、肉厚を薄
くしても充分強度が得られる為、撮像ユニットのサイズ
を小さくすることができる。また、錆びにくい素材の
為、オートクレーブ滅菌を行っても錆が発生しない。こ
の第１のレンズ枠３２への半田付け用めっき処理として
は、例えば金めっき、ニッケルめっき、錫めっきが挙げ
られる。これらのめっきは半田等のろう材に対し高い濡
れ性を有し、全て高い光沢性を有している。一般に、半
田付け用のめっき処理は、非常に高い光沢性を有してい
る。
【００３３】前記半田付け用のめっき処理は、第１のレ
ンズ枠３２の内周面に施されている。なお、この半田付
け用めっき処理は、第１のレンズ枠３２の少なくとも先
端面取り部と光学窓部材３１の嵌合部に施されていれ
ば、良好に気密接合が可能となる。また、第１のレンズ
枠３２の先端外周部には、めっき処理が施されていな
い。この構成により、半田付け時に第１のレンズ枠３２
外周に半田が流れ出すことを防止することが可能とな
り、撮像ユニット２４の先端外径が大きくなって先端部
本体２１への組付け不良が発生することが無くなる。こ
の部分は、めっき時にマスキングを行うことによって設
けるか、めっきを２次加工によって剥がすことによって
設ける。
【００３４】第１のレンズ枠３２の内径部には、低反射
率表面を有する金属製の第２のレンズ枠３４が挿入さ
れ、固定されている。第２のレンズ枠３４の内部には、
光学窓を除く対物レンズ群２２を構成する光学部材の少
なくとも一部が保持されている。第２のレンズ枠３４
は、少なくとも先端側端面３８に、黒色性の低反射表面
処理、例えば,酸化クロム蒸着、ブラッククロムめっ
き、ブラック銅めっき等のつや消し黒の表面処理が施さ
れている。黒色性の低反射表面処理の中でも、ブラック
ロムめっき付き、ブラック銅めっきは黒の発色が良い為
反射防止機能が高く、更に表面処理の費用も安い。第２
のレンズ枠３４は最も光線を反射しやすい位置に配置さ
れる枠である為、入射光側である前側の面すなわち先端
側端面３８を、上記のような黒色性の低反射表面処理に
よって確実に光線の反射を防ぐ表面状態にすることが好
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ましい。尚、第２のレンズ枠３４は第１のレンズ枠３２
と好ましくは同材質とし、第１のレンズ枠３２と同様の
理由から、ステンレス材料が適している。
【００３５】なお、第２のレンズ枠３４には、先端側端
面部３８だけでなく、内周面にも同様の黒色性の低反射
表面処理が施されてもよい。
【００３６】第１のレンズ枠３２は、撮像枠３７の内径
部に挿入されて嵌合しており、この２つの部材を直接レ
ーザー溶接によって気密接合している。３３は、レーザ
ー溶接部を示す。
【００３７】この構成により、第１のレンズ枠３２と、
第２のレンズ枠３４と、撮像枠３７とによる３重筒状の
部分が形成されている。
【００３８】尚、対物レンズユニット２４に段差部３６
が設けられている為、撮像枠３７と対物レンズユニット
２４をピント調整後、接着剤３５によって両者の相対位
置を仮固定し、その後レーザー溶接により気密接合する
ことが可能となる。
【００３９】この第１のレンズ枠３２、光学窓部材３
１、第２のレンズ枠３４、及び第２のレンズ枠３４に保
持された対物レンズ群２２を構成する光学部材により１
つの対物レンズユニットを形成している。この対物レン
ズユニットの基端側には、撮像手段である固体撮像素子
２３が配置されている。
【００４０】固体撮像素子２３は、カバーガラス４６と
透光性の光学接着剤により貼り合わせ接合されており、
更にカバーガラス４６は撮像枠３７と接着固定されてい
る。つまり、固体撮像素子２３は、カバーガラス４６を
介して撮像枠３７に保持されている。なお、固体撮像素
子２３とカバーガラス４６の間にあるものは、赤外カッ
トフィルタである。
【００４１】固体撮像素子２３の周囲には、蒸気透過性
の低い接着剤４８が充填されており、更にその外周に
は、金属製の補強枠４９が外周を覆っている。更に、そ
の外周には、熱収縮チューブ５０が覆っている。補強枠
４９は、撮像枠３７に対し接着固定されている。この構
成により、固体撮像素子２３に直接オートクレーブ滅菌
の蒸気が当たる事が無く、オートクレーブにより固体撮
像素子２３が劣化することはない。また、熱収縮チュー
ブ５０により、撮像ユニット２４外装の大部分は絶縁さ
れた状態となっている。
【００４２】固体撮像素子２３にはＴＡＢ（Ｔａｐｅ  
Ａｕｔｏｍａｔｅｄ  Ｂｏｎｄｉｎｇ）部材５１が設け
られており、ＴＡＢ部材５１はケーブル５２と電気的に
接続されている。ケーブル５２の外周には前記熱収縮チ
ューブ５０が覆われており、糸縛り５３によりケーブル
５２と熱収縮チューブ５０は確実に固定されている。
【００４３】尚、第１のレンズ枠３２と第２のレンズ枠
３４の接合部、撮像枠３７とカバーガラス４６の接合部
は接着剤により接合されるが、この部分には特に高温高
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圧水蒸気耐性の高く、かつガスバリア性の高い接着剤が
使用され、少なくとも直接高温高圧水蒸気がアタックす
ることがなければ、クラック等の大きな劣化が発生しな
い接着剤を使用している。
【００４４】尚、本実施の形態では、以下のような変形
例を取ることが可能である。なお、このような変形例
は、本実施の形態以外の、後述する実施の形態において
も同様である。
【００４５】・撮像手段は、イメージガイドファイバー
であっても良い。
【００４６】・光学窓は、サファイア以外の高温高圧水
蒸気耐性を有する光学部材によって構成しても良い。
【００４７】・半田付けは、ろう付けであっても良い。
半田付け及びろう付けは、ろう接に含まれる。
【００４８】・黒色系表面処理は、ブラックニッケルめ
っきや、めっき以外の黒色系表面処理等、その他黒色系
表面処理でも良い。
【００４９】・第１のレンズ枠は、素材自体が半田付
け、ろう付けによる接合性が良好な金属で構成し、ろう
接用表面処理を行わなくても良い。例えば、真鍮、モネ
ル等、銅を多く含む銅合金や、ニッケルを多く含むニッ
ケル合金、その他コバール等が使用できる。なお、錆び
やすい素材の為、オートクレーブ滅菌の蒸気に直接曝露
されないよう、何らかの手段で保護する必要がある。ま
た、モネル等のニッケルを多く含む合金は、高価である
が、錆が発生しにくく、強度もある。但し、これらの部
材は本発明の第１のレンズ枠として使用でき、ろう接用
表面処理を行わなくても良いというメリットがある。
【００５０】以上、本実施の形態の構成を説明したが、
本発明により構成された内視鏡は、医療用として使用さ
れ、使用後、滅菌の為オートクレーブ滅菌装置のチャン
バー内に投入される。オートクレーブの滅菌工程では、
チャンバー内が高温高圧水蒸気によって満たされる。
【００５１】この時、内視鏡外表面に露出する光学部材
３１である凹レンズは、半田付け等により気密接合され
ている為、凹レンズと第１のレンズ枠３２の接合部から
蒸気が浸入することはない。
【００５２】またこの時、蒸気は接着剤や、高分子材料
によって構成された部材を透過して内視鏡内部に浸入す
るが、内視鏡には逆止弁が設けられている為、積極的に
内視鏡内部に大量の蒸気が浸入することはない。また、
内部部材は、０．２ＭＰａという高圧下で蒸気にさらさ
れることはない。従って、撮像ユニット２４の内視鏡外
表面に露出しない接合部、具体的には第１のレンズ枠３
２と第２のレンズ枠３４の接合部、第２のレンズ枠３４
と撮像枠３７の接合部、撮像枠３７とカバーガラス４６
の接合部に、直接オートクレーブ滅菌の蒸気が高圧状態
でアタックすることはないので、これらの接合部に高温
高圧水蒸気耐性及びガスバリア性の高い接着剤を用いれ
ば、視野曇りが発生するほどの蒸気が対物光学系内部に
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浸入することが無い。
【００５３】特に、本実施の形態では第１のレンズ枠３
２、第２のレンズ枠３４、撮像枠３７とも金属であり、
熱膨張係数がほぼ等しい為、そして好ましくは同材質で
あり、熱膨張率が等しい為、オートクレーブ滅菌の温度
変化によって部材間に応力がかかりにくい。つまり、接
着剤による接合部が剥離し難い構造となっている。さら
に、撮像ユニット２４の周りに充填剤２７が充填されて
いる為、前述した接合部にほとんど蒸気が達することが
無い。尚、この充填剤２７も高温高圧水蒸気耐性及びガ
スバリア性の高い充填剤を使用することが好ましい。
【００５４】尚、一般のオートクレーブ滅菌では、滅菌
工程後に乾燥工程が行われる。乾燥工程では、チャンバ
ー内を減圧し、滅菌工程にて機器に付着した水分を除
去、乾燥させる。この時、減圧によって内視鏡に設けら
れた前記逆止弁は開放する為、内視鏡内部に浸入した水
分、蒸気が除去され、内視鏡内部も乾燥する。従って、
滅菌工程によって僅かに浸入した蒸気が滅菌回数を重ね
るごとに蓄積して、最終的に接着剤による接合部分を介
して対物光学系内部に蒸気が浸入して視野曇りが発生す
るということは無い。
【００５５】一般に、内視鏡に使用する微少なレンズ枠
に、ろう接用のめっきと黒色系表面処理の２種類の表面
処理を範囲指定して１つの部品に行うことは非常に困難
である。本構成であれば、オートクレーブ滅菌を行って
も観察光学系内部の曇りが発生することがなく、かつフ
レア等の光学的な問題が発生することが無い構成を簡単
に実現することができる。
【００５６】尚、本内視鏡は、図示しないチャンネルに
処置具を通し、高周波処理を行うことができる。本内視
鏡は先端部本体２１の先端部を絶縁性の部材からなる先
端カバー部材２８によりカバーし、先端部８が外部から
絶縁された構造を取っている為、第２のレンズ枠３４を
セラミックスやプラスチック等の絶縁部材によって構成
せず、金属によって構成しても、高周波処置を行うこと
が可能な構造となっている。
【００５７】従って、本実施の形態の構成によれば、次
の効果を有する。
【００５８】本構成により、オートクレーブ滅菌を行っ
ても観察光学系内部の曇りが発生することが無く、かつ
フレア等の光学的な問題が発生することが無い。特に第
２のレンズ枠の先端側端面、すなわち入射光側の端面部
だけでなく、内周面にも同様の黒色性の低反射表面処理
を施すことによって、フレア等の光学的な問題の発生
を、より効果的に防ぐことができる。
【００５９】第２のレンズ枠を金属により構成し、先端
側端面部にブラッククロムめっきやブラック銅めっき等
の反射率の非常に低いつや消し黒の表面処理を行うこと
により、より確実にフレア等の光学的な問題が発生させ
ない構成とすることができる。
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【００６０】第２のレンズ枠を金属により構成すること
で、セラミックスやプラスチックで構成する場合より
も、加工上、強度上の面から第２のレンズ枠を薄肉にす
ることができ、撮像ユニットのサイズを小さくすること
ができる。
【００６１】第１のレンズ枠、第２のレンズ枠、撮像枠
とも金属であり、熱膨張係数がほぼ等しい為、または同
材質であり、熱膨張率が等しい為、部材間に応力がかか
ることが無く、内視鏡内部の接合部については、接着に
よる接合であってもクラック等が入って蒸気が浸入する
ことが無い。
【００６２】なお、第２のレンズ枠３４の内周面には、
黒色性の低反射表面処理の代わりに、なし地処理等によ
る乱反射表面となるようにしてもよい。
【００６３】次に第二の実施の形態について説明する。
【００６４】第二の実施の形態は、第一の実施の形態の
一部の変形例であり、図５を用いて説明する。以下で
は、異なる点のみを説明し、それ以外は、上記第一の実
施の形態で説明した内容と同じであるため、同じ構成要
素については、同一の符号を付し、説明は省略する。
【００６５】本実施の形態では、図５に示すように、第
２のレンズ枠３４の先端面に、光学絞り部材３９が位置
出しされた状態で配置して接着剤等により貼り付けられ
ている。そして、この光学絞り部材３９が光学窓部材３
１に接触した状態で、第１のレンズ枠３２と第２のレン
ズ枠３４を接合固定している。
【００６６】絞り部材３９の少なくとも入射光側すなわ
ち先端面側の面が、黒色性の低反射表面処理、例えばブ
ラッククロムめっき、ブラック銅めっき等のつや消し黒
の表面処理が施されている。従って、第1の実施の形態
と同様に、フレアの発生を防ぐことができる。
【００６７】なお、この構成では光学絞り部材３９が、
第２のレンズ枠３４の先端部付近、もしくは第２のレン
ズ枠３４に保持された最先端の光学部材４０の先端面に
あらかじめ組付けられている為、レンズユニット２４の
組立性は、第1の実施の形態の場合と同様である。
【００６８】尚、図５においては、光学絞り部材３９を
第２のレンズ枠３４の先端面にあらかじめ貼り付けず、
第一のレンズ枠３２が接合された光学窓部材３１の後端
面に位置出して貼り付け、その後第２のレンズ枠３４を
挿入する構成としても良い。
【００６９】さらに、光学窓部材３１の後端面又は側面
に、蒸着等の手段により、ドーナツ状の黒色系表面処理
を施してもよい。この場合、ドーナツ状の黒色系表面処
理された部分が、低反射処理された絞り部材を構成す
る。
【００７０】すなわち、絞りが低反射表面を有している
ので、第２のレンズ枠の内周面のみ黒色性の低反射表
面、あるいは乱反射表面とするだけで、フレアの発生を
防止することができる。
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【００７１】以上の構成によれば、第1の実施の形態の
効果と同様の効果を得ることができる。
【００７２】次に、第三の実施の形態について説明す
る。図６は、本発明の第三の実施の形態に係る撮像ユニ
ット２４の断面図である。
【００７３】撮像ユニット２４の先端には、挿入部の外
表面に露出する光学窓部材４１である、サファイア製の
凹レンズが設けられている。この光学窓部材４１は外周
にメタルコーティングが施されており、半田付け用のめ
っき処理を施された金属製の第１のレンズ枠４２に半田
付けにより気密に接合されている。メタルコーティング
は例えばクロム（Ｃｒ）、ニッケル（Ｎｉ）、金（Ａ
ｕ）の３層コートからなり、蒸着、スパッタ、めっき等
により成膜される。金属製の第１のレンズ枠４２は、好
ましくはＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３０３等のステンレス製
である。ステンレスは特殊金属と比較して部品原価が安
い。また、肉厚を薄くしても充分強度が得られる為、撮
像ユニットのサイズを小さくすることができる。また、
錆びにくい素材の為、オートクレーブ滅菌を行っても錆
が発生しない。この第１のレンズ枠４２への半田付け用
めっき処理としては、例えば金めっき、ニッケルめっ
き、錫めっきが挙げられる。これらのめっきは半田等の
ろう材に対し高い濡れ性を有し、全て高い光沢性を有し
ている。一般に、半田付け用のめっき処理は、非常に高
い光沢性を有している。
【００７４】尚、前記半田付け用のめっき処理は、第１
のレンズ枠４２の内周面に施されている。なお、この半
田付け用めっき処理は、第１のレンズ枠４２の少なくと
も先端面取り部と光学窓部材４１の嵌合部に施されてい
れば、良好に気密接合が可能となる。また、第１のレン
ズ枠４２の先端外周部４３には、めっき処理が施されて
いない。この構成により、半田付け時に第１のレンズ枠
４２外周に半田が流れ出すことを防止することが可能と
なり、撮像ユニット２４の先端外径が大きくなって先端
部本体２１への組付け不良が発生することが無くなる。
この部分は、めっき時にマスキングを行うことによって
設けるか、めっきを２次加工によって剥がすことによっ
て設ける。
【００７５】第１のレンズ枠４２の内径部には、低反射
率表面を有する金属製の第２のレンズ枠４４が挿入さ
れ、固定されている。第２のレンズ枠４４の内部には、
光学窓を除く対物レンズ群２２を構成する光学部材の少
なくとも一部が保持されている。第２のレンズ枠４４
は、少なくとも内面及び先端側端面６３に、黒色性の低
反射表面処理、例えば酸化クロム蒸着、ブラッククロム
めっき、ブラック銅めっき等のつや消し黒の表面処理が
施されている。黒色性の低反射表面処理の中でも、ブラ
ックロムめっき付き、ブラック銅めっきは黒の発色が良
い為反射防止機能が高く、更に表面処理の費用も安い。
第２のレンズ枠４４は最も光線を反射しやすい位置に配
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置される枠である為、単に光沢の少ない表面とするだけ
ではなく、上記のような黒色性の低反射表面処理によっ
て確実に光線の反射を防ぐ表面状態にすることが好まし
い。尚、第２のレンズ枠４４は第１のレンズ枠４２と好
ましくは同材質とし、第１のレンズ枠４２と同様の理由
から、ステンレス材料が適している。
【００７６】なお、第２のレンズ枠４４の内周面は、い
わゆるなし地処理による乱反射表面としてもよい。
【００７７】この第１のレンズ枠４２、光学窓部材４
１、第２のレンズ枠４４、及び第２のレンズ枠４４に保
持された対物レンズ群２２を構成する光学部材により１
つの対物レンズユニット４５を形成している。この対物
レンズユニット４５の基端側には、撮像手段である固体
撮像素子２３が配置されている。
【００７８】固体撮像素子２３は、カバーガラス４６と
透光性の光学接着剤により貼り合わせ接合されており、
更にカバーガラス４６は撮像枠４７と接着固定されてい
る。つまり、固体撮像素子２３は、カバーガラス４６を
介して撮像枠４７に保持されている。この撮像枠４７に
前記対物レンズユニット４５が挿入され、組み立て時に
は、固体撮像素子２３と対物レンズユニット４５の相対
位置調整によりピント調整が行われ、ピント調整後、第
２のレンズ枠４４と撮像枠４７は接着固定される。尚、
撮像枠４７は好ましくは金属から構成し、更に好ましく
は第２のレンズ枠４４と同材質とする。また、第２のレ
ンズ枠４４と同様、黒色性の低反射表面処理が施されて
いることが好ましい。なお、固体撮像素子２３とカバー
ガラス４６の間にあるものは、赤外カットフィルタであ
る。
【００７９】固体撮像素子２３の周囲には、蒸気透過性
の低い接着剤４８が充填されており、更にその外周に
は、金属製の補強枠４９が外周を覆っている。更に、そ
の外周には、熱収縮チューブ５０が覆っている。補強枠
４９は、撮像枠４７に対し接着固定されている。この構
成により、固体撮像素子２３に直接オートクレーブ滅菌
の蒸気が当たる事が無く、オートクレーブにより固体撮
像素子２３が劣化することはない。また、熱収縮チュー
ブ５０により、撮像ユニット２４外装の大部分は絶縁さ
れた状態となっている。
【００８０】固体撮像素子２３にはＴＡＢ（Ｔａｐｅ  
Ａｕｔｏｍａｔｅｄ  Ｂｏｎｄｉｎｇ）部材５１が設け
られており、ＴＡＢ部材５１はケーブル５２と電気的に
接続されている。ケーブル５２の外周には前記熱収縮チ
ューブ５０が覆われており、糸縛り５３によりケーブル
５２と熱収縮チューブ５０は確実に固定されている。
【００８１】尚、第１のレンズ枠４２と第２のレンズ枠
４４の接合部、第２のレンズ枠４４と撮像枠４７の接合
部、撮像枠４７とカバーガラス４６の接合部は接着剤に
より接合されるが、この部分には特に高温高圧水蒸気耐
性の高く、かつガスバリア性の高い接着剤が使用され、
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少なくとも直接高温高圧水蒸気がアタックすることがな
ければ、クラック等の大きな劣化が発生しない接着剤を
使用している。
【００８２】尚、本実施の形態では、以下のような変形
例を取ることが可能である。なお、このような変形例
は、本実施の形態以外の、他の全ての実施の形態におい
ても同様である。
【００８３】・撮像手段は、イメージガイドファイバー
であっても良い。
【００８４】・光学窓は、サファイア以外の高温高圧水
蒸気耐性を有する光学部材によって構成しても良い。
【００８５】・半田付けは、ろう付けであっても良い。
半田付け及びろう付けは、ろう接に含まれる。
【００８６】・黒色系表面処理は、ブラックニッケルめ
っきや、めっき以外の黒色系表面処理等、その他黒色系
表面処理でも良い。
【００８７】・第１のレンズ枠は、素材自体が半田付
け、ろう付けによる接合性が良好な金属で構成し、ろう
接用表面処理を行わなくても良い。例えば、真鍮、モネ
ル等、銅を多く含む銅合金や、ニッケルを多く含むニッ
ケル合金、その他コバール等が使用できる。なお、錆び
やすい素材の為、オートクレーブ滅菌の蒸気に直接曝露
されないよう、何らかの手段で保護する必要がある。ま
た、モネル等のニッケルを多く含む合金は、高価である
が、錆が発生しにくく、強度もある。但し、これらの部
材は本発明の第１のレンズ枠として使用でき、ろう接用
表面処理を行わなくても良いというメリットがある。
【００８８】以上、本実施の形態の構成を説明したが、
本発明により構成された内視鏡は、医療用として使用さ
れ、使用後、滅菌の為オートクレーブ滅菌装置のチャン
バー内に投入される。オートクレーブの滅菌工程では、
チャンバー内が高温高圧水蒸気によって満たされる。
【００８９】この時、内視鏡外表面に露出する光学部材
４１である凹レンズは、半田付け等により気密接合され
ている為、凹レンズと第１のレンズ枠４２の接合部から
蒸気が浸入することはない。
【００９０】またこの時、蒸気は接着剤や、高分子材料
によって構成された部材を透過して内視鏡内部に浸入す
るが、内視鏡には逆止弁が設けられている為、積極的に
内視鏡内部に大量の蒸気が浸入することはない。また、
内部部材は、０．２ＭＰａという高圧下で蒸気にさらさ
れることはない。従って、撮像ユニット２４の内視鏡外
表面に露出しない接合部、具体的には第１のレンズ枠４
２と第２のレンズ枠４４の接合部、第２のレンズ枠４４
と撮像枠４７の接合部、撮像枠４７とカバーガラス４６
の接合部に、直接オートクレーブ滅菌の蒸気が高圧状態
でアタックすることはないので、これらの接合部に高温
高圧水蒸気耐性及びガスバリア性の高い接着剤を用いれ
ば、視野曇りが発生するほどの蒸気が対物光学系内部に
浸入することが無い。
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【００９１】特に、本実施の形態では第１のレンズ枠４
２、第２のレンズ枠４４、撮像枠４７とも金属であり、
熱膨張係数がほぼ等しい為、そして好ましくは同材質で
あり、熱膨張率が等しい為、オートクレーブ滅菌の温度
変化によって部材間に応力がかかりにくい。つまり、接
着剤による接合部が剥離し難い構造となっている。さら
に、撮像ユニット２４の周りに充填剤２７が充填されて
いる為、前述した接合部にほとんど蒸気が達することが
無い。尚、この充填剤２７も高温高圧水蒸気耐性及びガ
スバリア性の高い充填剤を使用することが好ましい。
【００９２】尚、一般のオートクレーブ滅菌では、滅菌
工程後に乾燥工程が行われる。乾燥工程では、チャンバ
ー内を減圧し、滅菌工程にて機器に付着した水分を除
去、乾燥させる。この時、減圧によって内視鏡に設けら
れた前記逆止弁は開放する為、内視鏡内部に浸入した水
分、蒸気が除去され、内視鏡内部も乾燥する。従って、
滅菌工程によって僅かに浸入した蒸気が滅菌回数を重ね
るごとに蓄積して、最終的に接着剤による接合部分を介
して対物光学系内部に蒸気が浸入して視野曇りが発生す
るということは無い。
【００９３】オートクレーブ滅菌後、この内視鏡は再度
使用され、体腔内や体内の観察を行う。この時、対物光
学系２２を構成する光学部材を保持する第２のレンズ枠
４４の表面はブラッククロムめっき、ブラック銅めっき
等の黒色系低反射表面処理がなされており、かつ第１の
レンズ枠４２内に挿入されて第１のレンズ枠４２の内径
部がほとんど隠れている為、光線が第１のレンズ枠４２
のろう接用表面処理面に反射してフレア等の光学的な問
題が発生するすることが無く、良好な観察を行うことが
できる。
【００９４】一般に、内視鏡に使用する微少なレンズ枠
に、ろう接用のめっきと黒色系表面処理の２種類の表面
処理を範囲指定して１つの部品に行うことは非常に困難
である。本構成であれば、オートクレーブ滅菌を行って
も観察光学系内部の曇りが発生することがなく、かつフ
レア等の光学的な問題が発生することが無い構成を簡単
に実現することができる。
【００９５】尚、本内視鏡は、図示しないチャンネルに
処置具を通し、高周波処理を行うことができる。本内視
鏡は先端部本体２１の先端部を絶縁性の部材からなる先
端カバー部材２８によりカバーし、先端部８が外部から
絶縁された構造を取っている為、第２のレンズ枠４４を
セラミックスやプラスチック等の絶縁部材によって構成
せず、金属によって構成しても、高周波処置を行うこと
が可能な構造となっている。
【００９６】従って、本実施の形態の構成によれば、次
の効果を有する。
【００９７】本構成により、オートクレーブ滅菌を行っ
ても観察光学系内部の曇りが発生することが無く、かつ
フレア等の光学的な問題が発生することが無い。
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【００９８】第２のレンズ枠を金属により構成し、入射
光側の先端側端面及び内周面に、ブラッククロムめっき
やブラック銅めっき等の反射率の非常に低いつや消し黒
の表面処理を行うことにより、より確実にフレア等の光
学的な問題が発生させない構成とすることができる。
【００９９】なお、第２のレンズ枠４４の内周面は、い
わゆるなし地処理による乱反射表面としてもよい。
【０１００】第２のレンズ枠を金属により構成すること
で、セラミックスやプラスチックで構成する場合より
も、加工上、強度上の面から第２のレンズ枠を薄肉にす
ることができ、撮像ユニットのサイズを小さくすること
ができる。
【０１０１】ろう接用めっきの施された第１のレンズ枠
の内径部に、黒色系の低反射率表面を有する第２のレン
ズ枠を嵌合挿入して接合固定して、第１のレンズ枠と、
光学窓部材と、第２のレンズ枠と、第２のレンズ枠に保
持された光学部材とによりなる１つの対物レンズユニッ
トを形成することで、視野曇りの発生及びフレアの発生
を防止しつつ、組立性を従来の撮像ユニットと同等とす
ることができる。この構成であれば、従来の撮像ユニッ
トと同様、撮像枠に前記対物レンズユニットを嵌合させ
てピント調整を行い、ピント調整ができたころで撮像枠
と対物レンズユニットを接合固定することで、撮像ユニ
ットが完成することとなり、組立性がよい。
【０１０２】第１のレンズ枠と第２のレンズ枠を嵌合状
態で接合固定し、第２のレンズ枠と撮像枠を嵌合状態で
接合固定する構成をとることにより、撮像ユニットのサ
イズを小さくすることができる。
【０１０３】撮像ユニットの接合部中、内視鏡外表面に
露出する光学窓部材と、第１のレンズ枠の接合部のみ半
田付け等のろう接で気密接合し、その他の内視鏡外表面
に露出しない接合部は接着剤により接合することで、サ
イズを小さくすることができ、かつ組立性も良い。尚、
内視鏡に逆止弁が設けられており、内視鏡内部に積極的
に蒸気が浸入する構造でない為、本構成であっても視野
曇りが発生することがない。
【０１０４】第１のレンズ枠、第２のレンズ枠、撮像枠
とも金属であり、熱膨張係数がほぼ等しい為、または同
材質であり、熱膨張率が等しい為、部材間に応力がかか
ることが無く、内視鏡内部の接合部については、接着に
よる接合であってもクラック等が入って蒸気が浸入する
ことが無い。
【０１０５】次に第四の実施の形態について説明する。
【０１０６】第四の実施の形態は、第三の実施の形態の
一部の変形例であり、図６を用いて説明する。以下で
は、異なる点のみを説明し、それ以外は、上記第三の実
施の形態で説明した内容と同じであるため、説明は省略
する。
【０１０７】第四の実施の形態では、第１のレンズ枠４
２と第２のレンズ枠４４を接着による接合ではなく、レ
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ーザー溶接によって気密接合する。その他の構成は、第
三の実施の形態で説明した構成と同一である。
【０１０８】本構成により、撮像ユニットの内視鏡外表
面に露出しない接合部の中で、一番外表面に近い接合部
が気密接合となる為、第三の実施の形態よりも更に視野
曇りが発生する可能性が低くなる。
【０１０９】尚、第１のレンズ枠４２と第２のレンズ枠
４４は両方とも金属製である為、レーザー溶接により、
外径を大きくすることなく、容易に気密接合することが
できる。
【０１１０】この時、第１のレンズ枠４２と第２のレン
ズ枠４４は同一の材質とし、硫黄、リン、カーボン等の
含有量の少ないＳＵＳ３０４等のレーザー溶接に適した
金属とする。
【０１１１】尚、第１のレンズ枠４２と第２のレンズ枠
４４はそれぞれめっき処理が施されているが、レーザー
溶接を行うレーザー溶接部６１はめっき処理が施されて
いない。めっき処理が施されていると、めっきの光沢に
よりレーザー光が反射したり、枠の母材とめっきの融点
の違いにより、安定したレーザー溶接による気密接合が
行えない。従って、レーザー溶接により溶融する部分、
つまりレーザー溶接部６１付近の第１のレンズ枠４２の
外形部及び内径部、第２のレンズ枠４４の外形部には、
めっき処理が施されていない。
【０１１２】尚、本実施の形態の気密接合部は、レーザ
ー溶接に限らず、半田付け等のろう接による気密接合で
も良い。但し、金属同士の接合である為、フラックスを
使うことの無いレーザー溶接が最適である。
【０１１３】以上より、本実施の形態では、次の効果を
有する。
【０１１４】気密接合部が増える為、第三の実施の形態
よりも難しい組立作業となるものの、第三の実施の形態
の効果に加えて、第三の実施の形態よりも更に視野曇り
が発生する可能性が低くなる。
【０１１５】第１のレンズ枠、第２のレンズ枠とも金属
部材であり、好ましくは同材質である為、容易に気密接
合が可能であり、容易により視野曇りを発生し難い構造
とすることが可能である。
【０１１６】次に第五の実施の形態について説明する。
【０１１７】第五の実施の形態は、第四の実施の形態の
一部の変形例であり、図６を用いて説明する。以下で
は、異なる点のみを説明し、それ以外は、上記第四の実
施の形態で説明した内容と同じであるため、説明は省略
する。
【０１１８】第五の実施の形態では、第四の実施の形態
に加えて、第２のレンズ枠４４と撮像枠４７をレーザー
溶接あるいはろう接により気密接合している。その他の
構成は、第四の実施の形態で説明した構成と同一であ
る。図６において、６２はその気密接合部を示す。本構
成により、さらに対物光学系内部への蒸気の浸入を阻止
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することができ、第四の実施の形態よりもさらに視野曇
りが発生する可能性が低くなる。
【０１１９】以上より、本実施の形態では、次の効果を
有する。
【０１２０】気密接合部が増える為、第四の実施の形態
よりも難しい組立作業となるものの、第三、第四の実施
の形態の効果に加えて、第四の実施の形態よりもさらに
視野曇りが発生する可能性が低くなる。
【０１２１】第２のレンズ枠、撮像枠とも金属部材であ
り、好ましくは同材質である為、容易に気密接合が可能
であり、容易により視野曇りを発生し難い構造とするこ
とが可能である。
【０１２２】次に第六の実施の形態について説明する。
【０１２３】第六の実施の形態は、第五の実施の形態の
一部の変形例であり、図６を用いて説明する。以下で
は、異なる点のみを説明し、それ以外は、上記第五の実
施の形態で説明した内容と同じであるため、説明は省略
する。
【０１２４】第六の実施の形態では、第五の実施の形態
に加えて、撮像枠４７とカバーガラス４６が半田付けあ
るいはろう付けにより気密接合している。その他の構成
は第五の実施の形態で説明した構成と同一である。
【０１２５】本構成により、対物光学系２２が完全に気
密に密閉され、どのようなオートクレーブ条件によって
も、視野曇りが発生することが無い。
【０１２６】以上より、本実施の形態では、次の効果を
有する。
【０１２７】気密接合部が増える為、第五の実施の形態
よりも難しい組立作業となるものの、第三、第五の実施
の形態の効果に加えて、第五の実施の形態よりもさらに
視野曇りが発生する可能性が低くなり、どのようなオー
トクレーブ条件によっても、視野曇りが発生することが
無い。
【０１２８】次に第七の実施の形態について説明する。
【０１２９】第七の実施の形態は、第三ないし第六の実
施の形態の一部の変形例であり、図６を用いて説明す
る。以下では、異なる点のみを説明し、それ以外は、上
記第三ないし第六の実施の形態で説明した内容と同じで
あるため、説明は省略する。
【０１３０】第七の実施の形態では、第２のレンズ枠４
４を金属ではなく、黒色系材料の部材で構成している。
本実施の形態では、黒色系セラミックスであるブラック
アルミナにより構成している。ブラックアルミナは、ガ
スバリア性が高く、蒸気がほとんど透過しないという特
性を有する。また、素材自体が黒で、グレー色の素材で
あるサイアロン、炭化珪素等よりも反射率の低い黒色素
材である。さらに、遮光性を有する等の特性を有する。
従って、オートクレーブ滅菌対応内視鏡のレンズ枠に使
用するセラミックスとして最適な材料である。尚、材料
自体が黒い為、黒色系表面処理を施さなくて良いという
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利点もある。
【０１３１】また、ブラックアルミナは絶縁性を有する
為、絶縁枠としての機能も有する。従って、例えば図３
に示すような絶縁性の部材からなる先端カバー部材２８
を設けず、内視鏡の先端部８に金属製の先端部本体２１
が露出している構成であっても、高周波処置が可能とな
る。
【０１３２】また、第四、第五の実施の形態のように第
２のレンズ枠４４と第１のレンズ枠４２、もしくは第２
のレンズ枠４４と撮像枠４７を気密接合する場合は、金
属とセラミックスの接合となる為、例えば特開２０００
－２８７９１３号（特願平１１－１０２９９０号）に開
示されているような特殊な接合技術を用いる。
【０１３３】尚、本実施の形態では第２のレンズ枠をブ
ラックアルミナにより構成しているが、その他黒色系材
料でも良い。黒色系材料としては、黒色系セラミック
ス、黒色系高分子材料が挙げられる。黒色系高分子材料
としては、ポリエーテルエーテルケトン、ポリフェニル
サルフォン、ポリフェニレンサルファイド、ポリサルホ
ン等を黒く発色させたものが挙げられる。これらの材料
は、セラミックスよりも部品原価が安い。また、これら
の材料を用いた場合、、ガスバリア性の確保のため、内
視鏡内部に浸入した蒸気が極力第２のレンズ枠４４の表
面まで達しないよう、図３のように接着剤２７を充填す
る等の構造にする。これらは、セラミックスと同様、材
料自体が黒い為、黒色系表面処理を施さなくて良いとい
う利点がある。
【０１３４】以上より、本実施の形態では、次の効果を
有する。
【０１３５】第三の実施の形態の効果に加えて、内視鏡
の外表面に金属が露出した構造であっても、高周波処置
が可能な構成となる。
【０１３６】第２のレンズ枠を構成する部材自体が黒い
為、黒色系表面処理を施さなくても第三の実施の形態と
同様の効果が得られる。
【０１３７】次に第八の実施の形態について説明する。
【０１３８】第八の実施の形態は、第三から第七の実施
の形態の一部の変形例であり、図７を用いて説明する。
以下では、異なる点のみを説明し、それ以外は、上記第
三から第七の実施の形態で説明した内容と同じであるた
め、説明は省略する。
【０１３９】図７は、本発明の第八の実施の形態に係る
撮像ユニットの断面図である。第八の実施の形態では、
第１のレンズ枠７２は、撮像枠７７の内径部に挿入され
て嵌合しており、この２つの部材を直接レーザー溶接に
よって気密接合している。図７にレーザー溶接部７３を
示す。対物レンズ群を内蔵する第２のレンズ枠７４は、
第１のレンズ枠７２に内装されている。
【０１４０】この構成により、第三から第七の実施の形
態と比較して気密接合部を１ヶ所減らすことができ、組
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み立て性が向上する。また、第１のレンズ枠７２と、第
２のレンズ枠７４と、撮像枠７７とによる３重筒状の部
分が形成されている。
【０１４１】尚、対物レンズユニット７１に段差部７６
が設けられている為、撮像枠７７と対物レンズユニット
７１をピント調整後、接着剤７５によって両者の相対位
置を仮固定し、その後レーザー溶接により気密接合する
ことが可能となる。
【０１４２】以上の説明では、第１のレンズ枠７２と撮
像枠７７とのレーザ溶接で説明しているが、金属同士で
あれば、第四の実施の形態で説明したような気密接合
を、金属とセラミックであれば、第七の実施の形態で説
明したような気密接合が用いられる。
【０１４３】一般にレーザー溶接部に接着剤があると接
着剤が炭化して良好な気密接合ができない。従って、例
えば上述した第五の実施の形態の構成の場合は、撮像枠
４７と対物レンズユニット４５のピント調整を行って両
者の相対位置を決定した後、接着剤による仮固定をせず
にレーザー溶接を行う必要がある。これに対して、本実
施の形態の構成では、そのような必要がなく、より組み
立て性が向上する。
【０１４４】以上より、本実施の形態では、次の効果を
有する。
【０１４５】第三から第七の実施の形態の効果に加え
て、第三から第七の実施の形態よりも気密接合部が１ヶ
所減り、組み立て性が向上する。
【０１４６】さらに、本構成により、オートクレーブ滅
菌を行っても観察光学系内部の曇りが発生することが無
く、かつフレア等の光学的な問題が発生することが無
い。特に第２のレンズ枠の先端側端面、すなわち入射光
側の端面部だけでなく、内周面にも同様の黒色性の低反
射表面処理を施すことによって、フレア等の光学的な問
題の発生を、より効果的に防ぐことができる。
【０１４７】第２のレンズ枠を金属により構成し、先端
側端面部にブラッククロムめっきやブラック銅めっき等
の反射率の非常に低いつや消し黒の表面処理を行うこと
により、より確実にフレア等の光学的な問題が発生させ
ない構成とすることができる。
【０１４８】第２のレンズ枠を金属により構成すること
で、セラミックスやプラスチックで構成する場合より
も、加工上、強度上の面から第２のレンズ枠を薄肉にす
ることができ、撮像ユニットのサイズを小さくすること
ができる。
【０１４９】第１のレンズ枠、第２のレンズ枠、撮像枠
とも金属であり、熱膨張係数がほぼ等しい為、または同
材質であり、熱膨張率が等しい為、部材間に応力がかか
ることが無く、内視鏡内部の接合部については、接着に
よる接合であってもクラック等が入って蒸気が浸入する
ことが無い。
【０１５０】なお、第２のレンズ枠７４の内周面には、
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黒色性の低反射表面処理の代わりに、なし地処理等によ
る乱反射表面となるようにしてもよい。
【０１５１】次に第九の実施の形態について説明する。
【０１５２】第九の実施の形態は、第八の実施の形態の
一部の変形例であり、図８を用いて説明する。以下で
は、異なる点のみを説明し、それ以外は、上記第八の実
施の形態で説明した内容と同じであるため、説明は省略
する。
【０１５３】図８は、本発明の第九の実施の形態に係る
撮像ユニットの断面図である。第九の実施の形態では、
黒色系の低反射率表面を有する第２のレンズ枠８４の先
端部に光学絞り部８５が形成されている。この光学絞り
部８５も、黒色系の低反射率表面となっている。すなわ
ち、光学窓部材７８と第２のレンズ枠８４に保持された
最先端の光学部材７９の間に、光学絞り部が設けられて
いる。
【０１５４】本実施の形態の構成にあれば、光学窓部材
７８よりも基端側に配置された対物光学系８６に、余分
な光線が入射することを防ぐことができる為、第三の実
施の形態よりもさらにフレア等の光学的な問題が発生し
にくい構造となる。
【０１５５】なお、第２のレンズ枠の内周面は、黒色性
の低反射表面あるいは乱反射表面とすることにより、フ
レアの発生をより防ぐことができる。
【０１５６】以上より、本実施の形態では、次の効果を
有する。
【０１５７】第三の実施の形態の効果に加えて、第三の
実施の形態よりもさらにフレア等の光学的な問題が発生
しにくい構造となる。
【０１５８】レンズ枠を第１のレンズ枠と黒色系低反射
率表面を有する第２のレンズ枠の２つに分けて構成し、
第１のレンズ枠の先端部付近に光学絞り部を設けること
により、光学窓部材をレンズ枠に半田付けする構成であ
っても、容易に光学窓部材と第２のレンズ枠に保持され
た最先端の光学部材との間に光学絞り機能を持たせる構
成にすることができる。
【０１５９】次に第十の実施の形態について説明する。
【０１６０】第十の実施の形態は、第九の実施の形態の
一部の変形例であり、図９を用いて説明する。以下で
は、異なる点のみを説明し、それ以外は、上記第九の実
施の形態で説明した内容と同じであるため、説明は省略
する。
【０１６１】図９は、本発明の第十の実施の形態に係る
撮像ユニットの断面図である。第十の実施の形態では、
図９に示すように、第２のレンズ枠９４の先端部付近に
光学絞り部材９５を配置している。すなわち、光学窓部
材７８と、第２のレンズ枠９４に保持された最先端の光
学部材７９との間に、光学絞り部材９５が配置されてい
る。この光学絞り部材９５を第２のレンズ枠９４にあら
かじめ組付けておくことにより、レンズユニット７１の
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組立性は図６、図７の場合と同様となる。
【０１６２】また、本実施の形態に示すように、レンズ
枠を第１のレンズ枠７２と第２のレンズ枠９４の２つに
分けて構成にすることにより、光学窓部材７８を第一レ
ンズ枠７２に半田付けする構成であっても、光学窓部材
７８と第２のレンズ枠９４に保持された最先端の光学部
材７９の間に、光学絞り部材９５を容易に配置すること
ができる。
【０１６３】光学絞り部材９５は、好ましくは非常に薄
い部材を用いる。そうすることにより、光学絞り部材９
５の、光軸と水平な面９６は非常に微小となり、第九の
実施の形態よりもこの面で光線が反射する光線量が少な
くなる。従って、第九の実施の形態よりもさらにフレア
等の発生する量が少なくなる。
【０１６４】例えば光学絞り部材９５は、リン青銅板を
写真腐食させて所望の形状に形成し、ブラック銅処理を
施したものや、エレクトロフォーミングによりニッケル
を所望の形状に形成し、ブラッククロム処理を施したも
の等、厚みの薄い、黒色系低反射表面を有する部材を使
用する。これらの部材であれば、厚みを０．０３［ｍ
ｍ］（ミリメートル）程度にすることができる。
【０１６５】但し、上記リン青銅板等よりも厚い部材を
使った場合でも、この部分に黒色系低反射表面を有する
部材を配置すれば、光学絞り部材としての機能を果た
す。
【０１６６】なお、第２のレンズ枠の内周面は、黒色性
の低反射表面あるいは乱反射表面とすることにより、フ
レアの発生をより防ぐことができる。
【０１６７】以上より、本実施の形態では、次の効果を
有する。
【０１６８】第三、第九の実施の形態の効果に加えて、
第九の実施の形態よりもさらにフレア等の光学的な問題
が発生しにくい構造となる。
【０１６９】レンズ枠を第１のレンズ枠と第２のレンズ
枠の２つに分けて構成にすることにより、光学窓部材を
レンズ枠に半田付けする構成であっても、光学窓部材と
第２のレンズ枠に保持された最先端の光学部材の間に、
光学絞り部材を容易に配置することができる。
【０１７０】次に、光学絞り部材の配置に関し、種々の
変形例を示す。
【０１７１】尚、光学絞り部材の配置は、図１０から図
１５に示すように、様々な変形例が可能である。図１０
ないし図１５は、本発明に係る撮像ユニットにおける光
学絞りの第一から第六の配置例を示す断面図である。
【０１７２】図１０では、第２のレンズ枠１０１に保持
された最先端の光学部材１０２の先端面に、光学絞り部
材１０３が接着剤等により貼り付けられている。
【０１７３】図１１では、第２のレンズ枠１１１の先端
に突き当て面１１２を形成し、この突き当て面１１２と
光学部材１１３によって、間隔環１１４を介して光学絞
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り部材１１５を挟持固定している。間隔環１１４は、例
えば、黒処理を施された金属部材である。
【０１７４】図１２では、第２のレンズ枠１２１に保持
された最先端の光学部材１２２の先端面に、光学絞り部
材１２３が位置出しされた状態で配置して接着剤等によ
り貼り付けられている。そして、この光学絞り部材１２
３が光学窓部材７８に接触した状態で、第１のレンズ枠
７２と第２のレンズ枠９４を接合固定している。
【０１７５】図１３では、第２のレンズ枠１３１の先端
面に、光学絞り部材１３２が位置出しされた状態で配置
して接着剤等により貼り付けられている。そして、この
光学絞り部材１３２が光学窓部材７８に接触した状態
で、第１のレンズ枠７２と第２のレンズ枠１３１を接合
固定している。
【０１７６】この構成では光学絞り部材１３２が、第２
のレンズ枠１３１の先端部付近、もしくは第２のレンズ
枠１３１に保持された最先端の光学部材１３３の先端面
にあらかじめ組付けられている為、レンズユニット７１
の組立性は図６、図７と同様である。
【０１７７】尚、図１３においては、光学絞り部材１３
２を第２のレンズ枠１３１の先端面にあらかじめ貼り付
けず、第一のレンズ枠７２が接合された光学窓部材７８
の後端面に位置出して貼り付け、その後第２のレンズ枠
１３１を挿入する構成としても良い。
【０１７８】さらに、光学絞り部材の配置方法は、図１
４、図１５に示すようなさらなる変形例を取ることも可
能である。図１４および図１５は、本発明に係る撮像ユ
ニットにおける光学絞りの配置例を示す断面図である。
図１４、１５では、間隔環１４１、１４２を介し、光学
窓部材７８と第２のレンズ枠１４３、１４４とによって
光学視絞り部材１４５、１４６が挟持固定されている。
【０１７９】本構造であれば、図９から図１３の場合に
比べ、光学絞り部材２８を接着剤等で貼り付け、または
組み付ける作業が１つ無くなるので、組み立て性が向上
する。
【０１８０】尚、光学窓部材と、第２のレンズ枠に保持
された最先端の光学部材とによって光学視絞り部材を挟
持固定する構成としても良い。
【０１８１】尚、図７等の構成において、光学窓部材の
後端面又は側面の少なくとも一方に蒸着等の手段によっ
て、ドーナツ状の黒色系表面処理を行い、この表面処理
を光学絞り部材としても良い。黒色系表面処理として
は、酸化クロム－クロム－酸化クロムの３層構造等が挙
げられる。例えば、光学窓部材後端面の球欠部５４以外
の平面部５５に、ドーナツ状の黒色系表面処理を行う。
【０１８２】また、図１２における光学絞り部材１２３
を、光学部材１２２の先端面１２４にコーティングし
た、ドーナツ状の黒色系表面処理としても良い。
【０１８３】次に第十一の実施の形態について説明す
る。
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【０１８４】第十一の実施の形態は、第八の実施の形態
の一部の変形例であり、図１６を用いて説明する。以下
では、異なる点のみを説明し、それ以外は、上記第八の
実施の形態で説明した内容と同じであるため、説明は省
略する。
【０１８５】図１６は、本発明の第十一の実施の形態に
係る撮像ユニットの断面図である。第十一の実施の形態
では、金属性の撮像枠１５１と、撮像枠１５１の内径部
に嵌合挿入された、黒色系低反射表面処理の施された第
２のレンズ枠１５２と、撮像枠１５１の外径部に嵌合さ
れた、ろう接用表面処理の施された第１のレンズ枠１５
３とにより構成される。なお、第２のレンズ枠１５２の
内周面は、なし値処理による乱反射表面であってもよ
い。
【０１８６】第１のレンズ枠１５３には、カバーガラス
である光学窓部材１５４が半田付け等により気密接合さ
れている。さらに、撮像枠１５１とカバーガラス１５５
も半田付け等により気密接合されている。さらに、第１
のレンズ枠１５３と撮像枠１５１はレーザー溶接等によ
って気密接合されている。
【０１８７】組立方法は、撮像枠１５１内に観察光学系
である対物光学系１５６を構成する光学部材を保持する
第２のレンズ枠１５２を挿入してピント調整を行い、ピ
ント調整後接着剤により位置固定する。その後、光学窓
部材１５４が気密接合された第１のレンズ枠１５３を撮
像枠１５１の外径部に嵌合させ、第１のレンズ枠１５３
と撮像枠１５１を気密接合する。
【０１８８】本構成であれば、第八の実施の形態の場合
と同等の気密封止レベルで対物光学系を密閉することが
できる為、どのようなオートクレーブ条件によっても視
野曇りが発生しない。さらに、第三の実施の形態と同
様、フレア等の光学的な問題が発生することが無い。
【０１８９】この場合、撮像ユニットは、第１のレンズ
枠１５３と、第２のレンズ枠１５２と、撮像枠１５１と
による３重筒状のユニットとなる。
【０１９０】以上より、本実施の形態では、次の効果を
有する。
【０１９１】第三から第七の実施の形態の効果に加え
て、第三から第七の実施の形態よりも気密接合部が１ヶ
所減り、組み立て性が向上する。
【０１９２】以上説明したように、本発明によれば、オ
ートクレーブ滅菌を行っても観察光学系内部の曇りが発
生することがなく、かつフレア等の光学的な問題が発生
することが無い内視鏡先端部が細い内視鏡を提供するこ
とができる。
【０１９３】なお、以上説明した構成から、次の付記に
示す構成に特徴がある。
【０１９４】［付記項］
１．複数の光学部材により構成される観察光学系と、該
観察光学系の最先端に配置された光学窓部材とを有する



(14) 特開２００２－３３６１９０

10

20

30

40

50

25
内視鏡において、少なくともろう接部にろう接用表面を
有し、前記光学窓部材をろう接により保持する第１のレ
ンズ枠と、前記光学窓部材より基端側に配置され、その
内面で前記光学部材を保持する第２のレンズ枠とを有
し、前記第２のレンズ枠、絞り部材、間隔環または光学
部材の、少なくとも先端側端面は、前記第１のレンズ枠
のろう接用表面よりも低反射率表面を有し、前記第２の
レンズ枠の少なくとも内周面は、前記第１のレンズ枠の
ろう接用表面よりも低反射率表面または乱反射表面を有
することを特徴とする内視鏡。
【０１９５】２．複数の光学部材により構成される観察
光学系と、該観察光学系の最先端に配置された光学窓部
材とを有する内視鏡において、少なくともろう接部にろ
う接用表面を有し、前記光学窓部材をろう接により保持
する第１のレンズ枠と、前記光学窓部材より基端側に配
置され、その内面で前記光学部材を保持する第２のレン
ズ枠とを有し、前記第２のレンズ枠、絞り部材、間隔環
または光学部材の、少なくとも先端側端面は、前記第１
のレンズ枠のろう接用表面よりも低反射率表面を有し、
前記第２のレンズ枠の少なくとも内周面は、前記第１の
レンズ枠のろう接用表面よりも低反射率表面または乱反
射表面を有し、前記光学部材を保持する前記第２のレン
ズ枠は、前記光学窓部材を保持する前記第１のレンズ枠
の内径部に嵌合状態で接合固定され、１つのレンズユニ
ットを構成し、前記レンズユニットは、撮像手段を保持
した撮像枠に対し嵌合状態で接合固定されていることを
特徴とする内視鏡。
【０１９６】３．複数の光学部材により構成される観察
光学系と、該観察光学系の最先端に配置された光学窓部
材とを有する内視鏡において、少なくともろう接部にろ
う接用表面を有し、前記光学窓部材をろう接により保持
する第１のレンズ枠と、前記光学窓部材より基端側に配
置され、その内面で前記光学部材を保持する第２のレン
ズ枠とを有し、前記第２のレンズ枠、絞り部材、間隔環
または光学部材の少なくとも先端側端面は、前記第１の
レンズ枠のろう接用表面よりも低反射率表面を有するこ
とを特徴とする内視鏡。
【０１９７】４．付記項３において、前記第２のレンズ
枠の低反射率表面は、黒色表面又は低反射表面処理され
た表面である。
【０１９８】５．付記項４において、前記低反射率表面
処理は、酸化クロム蒸着、ブラッククロムめっき、ブラ
ック銅めっき、またはブラックニッケルめっきである。
【０１９９】６．付記項３において、前記乱反射表面
は、なし地処理された表面である。
【０２００】７．付記項３において、前記第２のレンズ
枠は、黒色系材料から構成されている。
【０２０１】８．付記項７において、前記黒色系材料
は、黒色系セラミックスまたはブラックアルミナであ
る。
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【０２０２】９．付記項３において、前記絞り部材は、
前記光学窓部材と、前記第２のレンズ枠に保持された最
先端の光学部材の間に設けられた。
【０２０３】１０．付記項９において、前記第２のレン
ズ枠の先端部付近に、前記絞り部材が一体に形成されて
いる。
【０２０４】１１．付記項９において、前記絞り部材
は、前記光学窓部材と、前記第２のレンズ枠に保持され
た最先端の光学部材の間に配置した。
【０２０５】１２．付記項１１において、前記光学絞り
部材は、前記光学窓部材と前記第２のレンズ枠の間にお
いて挟持固定されている。
【０２０６】１３．付記項３において、前記絞り部材
は、前記光学窓部材の後端面、あるいは前記第二のレン
ズ枠の前記光学部材の先端面を黒色系表面処理すること
によって形成した。
【０２０７】１４．複数の光学部材により構成される観
察光学系と、該観察光学系の最先端に配置された光学窓
部材とを有する内視鏡において、少なくともろう接部に
ろう接用表面を有し、前記光学窓部材をろう接により保
持する第１のレンズ枠と、前記光学窓部材より基端側に
配置され、その内面で前記光学部材を保持する第２のレ
ンズ枠とを有し、前記第２のレンズ枠、絞り部材、間隔
環または光学部材の少なくとも先端側端面は、前記第１
のレンズ枠のろう接用表面よりも低反射率表面を有し、
前記光学部材を保持する前記第２のレンズ枠は、前記光
学窓部材を保持する前記第１のレンズ枠の内径部に嵌合
状態で接合固定され、１つのレンズユニットを構成し、
前記レンズユニットは、撮像手段を保持した撮像枠に対
し嵌合状態で接合固定されていることを特徴とする内視
鏡。
【０２０８】１５．付記項１４において、前記第一のレ
ンズ枠と前記第二のレンズ枠の接合は、ろう接またはレ
ーザ溶接による接合である。
【０２０９】１６．付記項１５において、前記撮像枠と
前記レンズユニットの接合は、前記撮像枠と前記第二の
レンズ枠とのろう接またはレーザ溶接による接合であ
る。
【０２１０】１７．付記項１６において、前記撮像枠
は、カバーガラスを有し、該カバーガラスと前記撮像枠
は、気密接合されている。
【０２１１】１８．付記項１５において、前記撮像枠と
前記レンズユニットの接合は、前記撮像枠と前記第一の
レンズ枠とのレーザ溶接による接合である。
【０２１２】１９．付記項１８において、前記レンズユ
ニットの前記第一のレンズ枠は、前記撮像枠の内径部に
嵌合している。
【０２１３】２０．付記項１８において、前記レンズユ
ニットの前記第一のレンズ枠は、前記撮像枠の外径部に
嵌合している。
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【０２１４】２１．複数の光学部材により構成される観
察光学系と、該観察光学系の最先端に配置された光学窓
部材とを有する内視鏡において、少なくともろう接部に
ろう接用表面を有し、前記光学窓部材をろう接により保
持する第１のレンズ枠と、前記光学窓部材より基端側に
配置され、その内面で前記光学部材を保持する第２のレ
ンズ枠とを有し、該第２のレンズ枠の少なくとも内周面
は、前記第１のレンズ枠のろう接用表面よりも低反射率
表面または乱反射表面を有することを特徴とする内視
鏡。
【０２１５】２２．付記項２１において、前記第２のレ
ンズ枠の低反射率表面は、黒色表面又は低反射表面処理
された表面である。
【０２１６】２３．付記項２２において、前記低反射率
表面処理は、酸化クロム蒸着、ブラッククロムめっき、
ブラック銅めっき、またはブラックニッケルめっきであ
る。
【０２１７】２４．付記項２１において、前記乱反射表
面は、なし地処理された表面である。
【０２１８】２５．付記項２１において、前記第２のレ
ンズ枠は、黒色系材料から構成されている。
【０２１９】２６．付記項２５において、前記黒色系材
料は、黒色系セラミックスまたはブラックアルミナであ
る。
【０２２０】２７．付記項２１において、前記絞り部材
は、前記光学窓部材と、前記第２のレンズ枠に保持され
た最先端の光学部材の間に設けられた。
【０２２１】２８．付記項２７において、前記第２のレ
ンズ枠の先端部付近に、前記絞り部材が一体に形成され
ている。
【０２２２】２９．付記項２７において、前記絞り部材
は、前記光学窓部材と、前記第２のレンズ枠に保持され
た最先端の光学部材の間に配置した。
【０２２３】３０．付記項２９において、前記光学絞り
部材は、前記光学窓部材と前記第２のレンズ枠の間にお
いて挟持固定されている。
【０２２４】３１．付記項２１において、前記絞り部材
は、前記光学窓部材の後端面、あるいは前記第二のレン
ズ枠の前記光学部材の先端面を黒色系表面処理すること
によって形成した。
【０２２５】３２．複数の光学部材により構成される観
察光学系と、該観察光学系の最先端に配置された光学窓
部材とを有する内視鏡において、少なくともろう接部に
ろう接用表面を有し、前記光学窓部材をろう接により保
持する第１のレンズ枠と、前記光学窓部材より基端側に
配置され、その内面で前記光学部材を保持する第２のレ
ンズ枠とを有し、該第２のレンズ枠の少なくとも内周面
は、前記第１のレンズ枠のろう接用表面よりも低反射率
表面または乱反射表面を有し、前記光学部材を保持する
前記第２のレンズ枠は、前記光学窓部材を保持する前記*
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*第１のレンズ枠の内径部に嵌合状態で接合固定され、１
つのレンズユニットを構成し、前記レンズユニットは、
撮像手段を保持した撮像枠に対し嵌合状態で接合固定さ
れていることを特徴とする内視鏡。
【０２２６】３３．付記項３２において、前記第一のレ
ンズ枠と前記第二のレンズ枠の接合は、ろう接またはレ
ーザ溶接による接合である。
【０２２７】３４．付記項３３において、前記撮像枠と
前記レンズユニットの接合は、前記撮像枠と前記第二の
レンズ枠とのろう接またはレーザ溶接による接合であ
る。
【０２２８】３５．付記項３４において、前記撮像枠
は、カバーガラスを有し、該カバーガラスと前記撮像枠
は、気密接合されている。
【０２２９】３６．付記項３３において、前記撮像枠と
前記レンズユニットの接合は、前記撮像枠と前記第一の
レンズ枠とのレーザ溶接による接合である。
【０２３０】３７．付記項３６において、前記レンズユ
ニットの前記第一のレンズ枠は、前記撮像枠の内径部に
嵌合している。
【０２３１】３８．付記項３６において、前記レンズユ
ニットの前記第一のレンズ枠は、前記撮像枠の外径部に
嵌合している。
【０２３２】本発明は、上述した実施の形態に限定され
るものではなく、本発明の要旨を変えない範囲におい
て、種々の変更、改変等が可能である。
【０２３３】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
オートクレーブ滅菌を行っても観察光学系内部の曇りが
発生することがなく、かつフレア等の光学的な問題が発
生することの無い内視鏡先端部が細い内視鏡を実現する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る電子内視鏡の構成例を説明するた
めの構成図である。
【図２】逆止弁キャップの構成例を説明するための断面
図である。
【図３】本発明に係る電子内視鏡の先端部付近の構成例
を説明するための断面図である。
【図４】本発明の第一の実施の形態に係る撮像ユニット
の断面図である。
【図５】本発明の第二の実施の形態に係る撮像ユニット
の断面図である。
【図６】本発明の第三ないし第七の実施の形態に係る撮
像ユニットの断面図である。
【図７】本発明の第八の実施の形態に係る撮像ユニット
の断面図である。
【図８】本発明の第九の実施の形態に係る撮像ユニット
の断面図である。
【図９】本発明の第十の実施の形態に係る撮像ユニット
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の断面図である。
【図１０】本発明に係る撮像ユニットにおける光学絞り
の第一の配置例を示す断面図である。
【図１１】本発明に係る撮像ユニットにおける光学絞り
の第二の配置例を示す断面図である。
【図１２】本発明に係る撮像ユニットにおける光学絞り
の第三の配置例を示す断面図である。
【図１３】本発明に係る撮像ユニットにおける光学絞り
の第四の配置例を示す断面図である。
【図１４】本発明に係る撮像ユニットにおける光学絞り
の第五の配置例を示す断面図である。
【図１５】本発明に係る撮像ユニットにおける光学絞り
の第六の配置例を示す断面図である。
【図１６】図１６は、本発明の第十一の実施の形態に係
る撮像ユニットの断面図である。
【符号の説明】
１...電子内視鏡
２...挿入部
３...操作部
４...ユニバーサルコード
５...コネクタ部
６...ライトガイドコネクタ
７...カメラコネクタ
８...先端部
９...湾曲部
１０...可撓管 *

30
*１１...湾曲操作レバー
１２...処置具挿入口
１３...スイッチ
１４...通気口
１５・・・水キャップ
２１・・・先端部本体
２２、８６、１５６・・・対物光学系
２３・・・固体撮像素子
２４・・・撮像ユニット
２５・・・ライトガイドファイバー
２６・・・照明レンズ
２７・・・充填剤
２８・・・先端カバー部材
２９・・・湾曲ゴム
３０・・・湾曲駒
３１、４１・・・光学窓部材
３２、４２、７２、１５３・・・第１のレンズ枠
４３・・・先端外周部
３７、４４、７７、８４、９４、１０１、１１１、１２
１、１３１、１４３、１４４、１５２・・・第２のレン
ズ枠
４５、７１・・・対物レンズユニット
４６、１５５・・・カバーガラス
４７、７７、１５１・・・撮像枠
４８・・・接着剤
４９・・・補強枠

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】

【図１６】
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